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令和６年能登半島地震後の状況を踏まえた北陸地域への修学旅行の実施について 

 

 令和６年能登半島地震後の状況を踏まえた北陸地域への修学旅行の実施について、観光庁か

ら別添のとおり依頼がありましたので、今後の修学旅行の実施に当たって、よろしくお取り計

らいくださいますようお願いします。 

 併せて、域内の市区町村教育委員会、所管又は所轄の学校及び学校法人に対しても、お知ら

せいただくようよろしくお願い申し上げます。 

 その際、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全ての学校

に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する等、必要に応じて御判断い

ただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

＜本件担当＞ 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課庶務担当 

ＴＥＬ ：０３－５２５３－４１１１ 

（内線２３８９） 
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 文部科学省初等中等教育局長 

        矢野 和彦 殿 
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令和６年能登半島地震後の状況を踏まえた北陸地域への修学旅行の実施について 

 

 先般発生した令和６年能登半島地震の影響により、北陸地域への修学旅行の取り

やめが生じ始めております。現時点では、一部の被災地域を除き、日常生活は平常

通りに営まれ、交通機関、宿泊施設、観光施設も通常通り営業が行われている状況

にあります。今後の修学旅行の実施に当たっては、風評に惑わされることなく、現

地の正確な情報に基づき、できる限り予定通りの実施が望まれるところです。 

 ついては、各都道府県教育委員会等を通じ、所管及び域内の市区町村管下の学校

等にその旨お知らせいただきたく、格段のご配慮をお願い致します。 
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令和６年能登半島地震 関連情報 

 

 

石川県の状況について 

金沢市以南（金沢市、白山市、小松市、加賀市など）の宿泊施設・観光地・観光施設等は概ね

平常通り運営・営業を行っております。 

お越しの際は、念のため以下の HPをご確認ください。 

 

ほっと石川旅ねっと（https://www.hot-ishikawa.jp/index.html） 

※公共交通機関・道路は不通区間がありますので予めご確認ください。 

 

 

富山県の状況について 

富山県内の宿泊施設・観光地・観光施設等は概ね平常通り運営・営業を行っております。 

お越しの際は、念のため以下の HPをご確認ください。 

 

とやま観光ナビ（https://www.info-toyama.com/） 

 

 

新潟県の状況について 

新潟県内の宿泊施設・観光地・観光施設等は平常通り運営・営業を行っております。 

お越しの際は、念のため以下の HPをご確認ください。 

 

にいがた観光ナビ（https://niigata-kankou.or.jp/） 

 

 

福井県の状況について 

福井県内の宿泊施設・観光地・観光施設等は平常通り運営・営業を行っております。 

お越しの際は、念のため以下の HPをご確認ください。 

 

福井県公式観光サイト（https://www.fuku-e.com/） 

 

  

「令和６年能登半島地震」について（気象庁） 

「令和６年能登半島地震」の各県毎の最大震度別地震回数

（https://www.jma.go.jp/jma/menu/files/noto_jishinkaisu_chiiki.pdf） 

「令和６年能登半島地震」の関連情報

（https://www.jma.go.jp/jma/menu/20240101_noto_jishin.html） 
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